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〒529-0205 滋賀県長浜市高月町唐川105-6

http//kok.co.jp/
旅行業務取扱管理者／木下 一樹

※最少催行人数：２５名※写真はすべてイメージです。　※すべてのツアーに添乗員同行致します。
旅行代金（お一人様）

旅行開始日の21日前までの取消し
旅行開始日の20日前～8日前までの取消し
旅行開始日の7日前～2日前までの取消し
旅行開始日前日の取消し
旅行開始当日の取消し
旅行開始後の取消し又は無断連絡不参加

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

キャンセル料金■お申込み・契約成立について／お申込みは電話・ＦＡＸ・メールにて承ります。当社が予約を承諾した後、郵送にて確認書をお送り致します。確認書の指示通りお手続き後、契約成立とさせ
て頂きます。案内が届きましたら、旅行代金・出発場所等のご確認をお願い致します。■旅行内容の変更について／天災地変・運輸機関の同盟罷業等、当社の管理できない事由により、行程
等を変更する場合があります。■旅行の中止について／天災地変運輸機関の大幅なスケジュール変更等、当社の管理できない事由により予定通りの行程が実施不可能となった場合、旅行
実施を中止することがあります。■免責事項について／例えばお客様ご本人及び身廻り品に対してこうむられた損害が次の場合にはその責任を負いかねますのでご了承下さい。1.天災地変
等で生する旅行日程の変更もしくは旅行の中止。2.運送・宿泊期間の事故等で生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。3.官公署の命令。4.自由行動中の自己。5.食中毒。6.盗難。7.運送
機関の遅延・不通又はこれによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。■取消料について（お一人様につき）／お客様のご都合で旅行を取消される場合は旅行代金を対
象として、上記の率による取消料をいただきます。■特別保証について／お客様が旅行参加中に、その生命、身体又は手荷物の上に蒙られた一定の損害について、当社旅行業約款（主催旅行
契約）の特別補償規定によりあらかじめ定める額の保証金・見舞金をお支払します。■その他／その他事項については、国土交通省認可の当社旅行業約款に基づきますのでご了承下さい。
※このパンフレットに記載の代金及び行程は平成29年3月1日現在を基準としておりますので、運輸機関の運賃改定により変更される場合もあります。

（0749）85-5890  FAX MAIL info@kok.co.jp

※チケット関係のツアーはキャンセルの場合チケット料金が発生します。

滋賀県知事登録旅行業第2-247号　（一社）全国旅行業協会正会員

TEL（0749）85-3330

旅行企画実施


